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蟻
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欝

民
事
法
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響
・
p
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八
・
九
）

昭
和
二
四
年
四
タ
五
月
分

参
考
－

　
簡
月
唄
日
（
暫
定
疎
鋒
成
立
）
四
日
（
政
府
施
政
方
針
演
説
）
同
日
（
二

　
四
年
魔
豫
算
案
提
出
）
五
概
（
北
大
酉
洋
條
約
調
印
、
薬
府
時
問
四
日
）

　
嗣
日
（
第
三
回
団
蓮
纏
愈
第
二
倉
期
開
ぐ
）
八
日
（
行
政
機
構
改
革
原

　
案
成
る
）
一
三
日
（
瞬
共
和
準
愈
談
始
ま
る
）
一
五
日
（
豫
算
案
に
闘

　
す
偽
ド
ッ
ジ
薦
痢
G
二
〇
日
（
中
共
総
攻
撃
醐
始
）
同
研
（
豫
算
成
立
）

　
二
菖
日
（
輩
山
鶴
替
レ
葦
ト
決
ま
る
）
國
日
（
中
共
軍
南
東
突
入
）
気

　
月
」
O
日
（
船
制
調
査
シ
ャ
ウ
プ
簿
士
來
訪
）
．
一
九
日
（
國
蓮
総
會
絡

　
る
）
二
菖
日
（
四
國
外
相
會
議
開
《
）
四
月
二
〇
日
。
五
月
一
六
・
二

　
三
．
二
五
お
（
國
倉
曾
期
延
長
）
二
九
日
（
サ
ク
ィ
ヱ
ル
四
百
年
祭
）

　
三
一
日
（
第
五
特
瑚
國
禽
閉
倉
、
二
月
一
一
日
弼
集
よ
9
七
四
日
）

噛
『
法
　
令

　
1
　
民
法
の
一
部
敬
正
！
ー
一
般
の
先
坂
特
鍵
に
つ
い
て
、
”
最
近
の
経

演
富
橘
あ
塑
動
に
よ
る
不
合
理
が
是
疋
さ
れ
た
o
．
す
な
わ
ち
、
ま
ず
三
〇

六
條
の
叢
灘
と
三
號
と
を
λ
れ
か
え
て
、
「
葬
式
の
費
矯
」
よ
り
毒
「
雇
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
，
五
二
　
　
b
二
Q
へ
）

の
給
料
」
を
先
順
位
と
し
、
つ
い
で
三
〇
九
條
の
但
書
を
南
つ
て
雇
人
給

料
の
先
取
特
擢
に
開
す
る
流
O
圓
と
い
溺
撰
度
を
数
ず
し
、
嗣
時
に
三
〇

八
籐
と
三
〇
九
條
と
を
入
れ
か
え
た
の
で
あ
る
。
「
昆
法
等
の
一
部
を
改

撃
る
葎
議
餐
惹
奪
れ
窺
定
し
て
い
る
．
曽
葬
．

　
2
　
罹
災
都
市
借
地
倦
家
臨
時
塵
理
漢
の
準
用
の
擁
大
ー
本
年
二
月

二
〇
日
秋
田
牒
能
代
市
で
起
つ
た
大
火
に
つ
い
て
臨
時
塵
理
法
汎
準
用
さ

れ
る
こ
と
と
な
つ
た
ゆ
【
罹
災
都
市
借
地
借
家
臨
時
塵
理
法
第
二
十
流
條

の
コ
の
災
害
及
ぴ
同
燦
を
適
用
す
る
地
極
を
定
め
る
怯
律
」
総
伽
鷲
甦

が
そ
れ
で
あ
る
o
郎
欝
旋
行
o
．

　
3
　
皇
族
の
身
分
を
蔭
れ
た
者
及
ぴ
皇
族
と
な
つ
た
者
の
戸
籍
に
闘
す
、

る
特
別
手
績
の
改
正
ー
ー
標
寵
の
場
合
の
戸
籍
編
成
お
よ
び
届
出
の
方
式

な
ど
が
若
干
改
め
ち
れ
た
。
「
皇
族
の
身
分
を
離
耗
た
者
及
び
皇
族
と
な

っ
実
者
の
戸
籍
に
關
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
」
（
瀧
鯛
糞
酷
九
）

印
日
施
行
。

　
4
　
年
齢
の
と
な
え
方
i
ー
從
察
一
般
に
年
齢
を
敦
え
年
で
と
な
だ
る

習憤

が
お
こ
な
わ
れ
て
お
り
、
そ
の
不
正
確
さ
が
論
議
さ
れ
て
い
た
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う

い
よ
い
震
そ
の
風
寮
法
律
に
よ
つ
て
是
歪
さ
れ
る
こ
と
と
な
つ
た
。
す
な

わ
ち
年
齢
ほ
浦
齢
を
も
つ
て
と
な
え
、
一
年
に
達
し
な
い
時
ほ
月
教
に
ょ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　
　
　
ゐ

る
わ
け
で
あ
る
。
「
年
齢
の
と
な
え
方
に
開
す
る
法
律
」
（
瀧
蜘
査
鉦
碑
）
二

五
年
一
月
一
日
施
行
。

　
5
　
登
認
お
よ
び
戸
籍
の
手
数
繋
令
の
整
備
ー
登
記
薄
お
よ
び
戸
籍

薄
に
つ
い
て
の
闘
覧
・
謄
本
・
抄
本
、
・
謹
盟
書
の
交
附
等
に
關
ず
る
手
象

醤
が
一
律
に
二
〇
圓
と
定
め
疹
れ
た
。
「
登
舘
手
救
料
令
」
（
瑠
瓠
詐
磁
蜘
）
、

民
　
法



声
蓼
舞
令
久
器
講
、
聾
が
そ
れ
を
墾
し
て
い
る
．
養
六

月
一
掴
癒
行
マ

　
6
・
寄
留
手
績
令
の
一
、
部
瑛
凪
f
行
敵
機
欝
の
改
革
お
よ
が
物
便
の

範
励
に
と
幡
な
つ
て
「
寄
留
手
績
令
」
中
の
手
績
悌
よ
び
手
敏
料
が
改
め

ら
れ
た
。
、
『
寄
留
手
綾
令
の
一
部
を
改
正
ず
る
政
令
」
（
顔
岬
鎌
｛
一
麓
）
が

傷
れ
で
あ
る
。
六
月
一
日
施
行
。

－
昌
　
剣
、
例

・
1
　
所
有
穂
移
轄
登
記
後
に
所
有
糖
が
移
縛
せ
ら
れ
た
場
合
、
そ
の
登

鰻
嘉
ぞ
－
鶉
三
犀
豊
δ
圓
馨
廻
鵠
器
）
讐
れ

を
肯
定
す
る
。
こ
れ
は
一
般
に
、
登
記
と
そ
の
賓
質
闘
係
の
存
在
の
關
係

走
し
て
論
ぜ
ら
れ
る
問
題
で
あ
る
。
た
と
え
登
記
嘗
時
に
お
い
て
實
質
關

係
が
な
ぐ
モ
も
蔓
後
日
そ
の
實
質
關
係
が
具
備
さ
れ
る
に
い
た
れ
ば
、
そ

め
ま
ま
有
効
と
さ
れ
る
こ
と
、
ず
で
に
鋼
例
の
明
冒
ず
る
老
こ
ろ
で
あ
る

が
（
麟
調
攣
、
畢
芭
、
歪
も
豊
擶
傷
晶
が
肇
漠

護
に
あ
る
と
い
う
融
か
ら
み
て
、
，
時
闘
的
に
實
質
開
係
の
具
備
に
先
行
し

た
登
記
で
あ
つ
て
も
、
後
日
蜜
質
關
係
が
具
備
さ
れ
た
以
上
は
、
第
三
者

を
害
す
る
お
そ
れ
が
な
い
隈
り
に
お
い
て
、
そ
の
登
記
の
効
力
を
認
め
て

も
さ
し
つ
か
え
な
い
と
い
え
よ
う
。
到
旨
妥
當
。
上
皆
理
由
は
鼓
葉
末
節

　にとら

わ
れ
た
も
の
で
、
と
る
に
足
り
な
い
0

　
　
2
　
土
紬
家
屋
の
譲
渡
契
約
に
闘
し
で
、
譲
受
人
が
現
住
所
を
引
き
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぬ

げ
て
右
家
屋
に
居
佳
し
、
相
綾
人
と
し
て
、
病
臥
中
⑳
實
父
を
扶
養
し
、

　
か
つ
風
先
の
祭
紐
を
行
う
と
い
う
停
止
條
件
を
耐
し
た
場
合
、
そ
れ
ぼ
不

讐
あ
る
か
ー
驕
…
舞
旦
合
最
勇
（
斐
．
藝
§
れ

　
　
　
　
　
廃
峯
誌
ノ
毒
妄
、

を
否
定
す
る
。
か
か
る
停
止
條
件
は
、
譲
受
人
の
移
佳
を
張
制
す
る
わ
け

で
は
な
い
か
ら
、
「
個
人
的
自
由
を
拘
束
す
る
承
の
で
は
な
い
」
と
い
弓
鋼

旨
ほ
正
當
廼
あ
ろ
ケ
。

冒
剛
交
　
　
献

－
川
島
武
宜
教
撰
「
民
薄
羅
學
の
諸
選
二
讐
‘
欝
隊

授
の
か
つ
て
書
か
れ
た
民
法
解
繹
學
上
の
四
つ
の
代
表
的
論
文
を
集
め
」

そ
れ
に
附
録
ど
し
で
ご
一
〇
甘
婚
舞
葛
づ
暑
葺
涛
0
5
蚕
φ
葛
げ
働
蜜
o
旨
製
管

く霧『§臥

の
鐸
呂
ご
＆
蓉
弘
器
“
の
紹
介
を
つ
け
く
わ
え
ら
れ
て
い
る
。

同
教
擾
の
い
わ
ゆ
る
「
科
學
的
實
用
法
學
」
（
蹴
ル
棚
馳
）
　
へ
の
抱
負
が
あ

ら
わ
れ
て
お
気
そ
の
意
球
で
、
翠
な
る
技
術
餉
解
繹
論
の
線
を
こ
え
る

も
の
と
し
て
注
固
に
債
す
る
o
　
　
　
　
，
御

　
2
　
山
中
康
雄
教
授
「
契
約
総
論
」
（
鄭
交
）
ー
ー
前
箸
「
債
権
法
総
則

講
義
」
（
墾
場
づ
凶
寂
馨
勢
作
で
、
一
，
膣
罠
法
契
約
総
踊

に
闘
す
る
教
科
書
的
意
味
を
も
つ
で
鳩
る
が
、
む
し
ろ
市
昆
就
會
に
お
け

る
契
約
原
理
の
理
論
的
究
明
と
し
て
評
便
さ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ

が
、
綿
密
な
理
論
椿
域
に
嫁
敬
意
を
表
す
る
に
斉
か
で
な
い
が
、
率
直
に

い
弓
と
、
立
論
の
観
念
的
摘
象
性
に
封
し
て
根
本
的
な
疑
惑
を
感
ぜ
ざ
る

を
え
な
い
。
も
と
も
と
・
「
契
約
総
塗
と
い
う
テ
観
マ
か
ら
し
て
、
私
は
、

現
實
の
資
本
翻
勧
會
に
存
在
し
て
い
る
も
ろ
虜
ろ
の
魁
大
な
契
約
の
集
積

か
ら
、
等
偵
交
換
の
市
民
的
契
約
原
理
が
、
い
か
に
見
事
に
分
析
・
抽
出

さ
れ
て
く
る
か
を
期
待
し
て
い
た
の
だ
が
、
實
は
襲
ん
で
み
れ
ば
、
多
少

　
毛
色
の
婆
つ
た
民
法
解
環
論
で
」
か
な
い
の
で
あ
つ
た
。
観
念
相
互
の
聞

室
理
的
移
行
が
ど
ん
な
に
縮
密
に
誠
み
ら
鷲
い
詮
姦
鷲
も
、
そ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
濫
三
　
　
　
（
三
〇
轟
〉



　
　
　
　
良
、
寮
、
洗
7
｝
》

ほ
つ
い
に
観
念
の
糎
界
の
周
題
に
す
ぎ
な
惣
》
ル
キ
シ
零
ゐ
決
懸
の
建

観を

擬糖さ

れ
蜜
山
裟
擾
に
し
て
、
何
故
こ
2
歩
な
非
唯
累
的
な

立
論
の
方
濃
を
ど
ら
れ
る
の
か
、
毎
度
の
こ
と
な
が
ら
不
思
議
で
な
ち
な

い
の
で
あ
る
o
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
’
p

玄
』
富
葵
嚢
蒙
肇
の
蕎
塵
（
響
ー
緊
曽
み

た
家
族
の
“
ろ
い
ろ
な
問
題
が
多
角
的
に
扱
わ
れ
て
お
り
、
「
家
族
」
を
十

欺
年
ね
わ
た
つ
て
着
賓
に
究
明
し
て
こ
ら
れ
た
激
擾
の
廣
い
學
殖
が
う
か
’

演
わ
れ
る
σ

4
我
黎
螢
驚
“
憲
法
原
論
』
（
膿
楼
筒
罠
塗
（
灘
）
ー

前
者
ほ
法
政
大
學
通
信
教
擾
の
テ
ギ
ス
ト
で
あ
む
、
後
者
ほ
勤
草
書
房
が

新
養
企
劃
憾
れ
だ
輩
菱
趣
露
の
擁
で
あ
る
。
前
者
の
懇
響
と

い
㎞
、
後
者
め
簡
闘
さ
と
い
い
、
ま
こ
と
に
我
妻
教
授
な
ら
で
は
、
の
感

ガ
溌
い
σ

　
5
　
中
川
善
之
助
激
擾
「
新
民
法
の
指
標
と
立
案
経
過
の
顯
描
」

（
蟹
霧
）
r
肇
鑑
の
響
的
簿
甦
、
か
つ
て
東
輩
生
醤
．

に
蓮
戦
さ
れ
た
昆
法
改
正
兇
え
書
を
附
加
さ
れ
た
も
の
－
輕
妙
な
タ
ツ
チ

慰
か
か
れ
た
前
串
の
解
説
番
面
白
く
誼
め
る
が
、
ど
ぐ
に
後
宇
ほ
改
正
民

決
生
い
た
ち
の
記
と
し
て
興
鎌
深
い
o

　
の冶

義
誌
ま
し
て
は
、
侮
と
い
2
も
法
律
時
報
四
月
観
の
座
談
茸
法

律
墨
は
い
か
に
あ
る
べ
き
か
」
躯
白
農
で
あ
ろ
う
o
わ
れ
わ
れ
後
進
の
数

え
ら
れ
も
と
じ
ろ
は
大
き
い
。
同
器
五
月
號
の
法
蔵
會
學
特
輯
も
注
目
に

撃
る
．
中
歪
馨
婁
隷
蕃
器
誉
た
詮
這
、
霧
堤

の
感
を
冤
れ
な
い
が
興
柴
潔
い
。
何
よ
り
も
、
多
戴
の
人
々
の
共
詞
作
業

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
叢
圏
．
　
　
（
蕊
贈
0
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぜ

が
試
み
あ
れ
る
と
い
う
鐵
髪
塾
、
嚢
嘉
憲
象
牙
の
搭
蓑
さ
れ

つ
つ
あ
る
こ
と
を
喜
び
た
い
。
ま
た
「
農
葉
費
礒
相
綴
特
例
法
案
の
蓮
憲

暁
に
つ
》
宅
」
も
、
小
論
だ
が
漆
意
さ
る
ぺ
き
で
あ
る
（
購
燦
物
駄
醐
継
臨
瀞

灘
響
牌
襯
欝
）
。

　
勉
の
雑
誌
ぞ
ほ
、
法
律
交
化
四
巷
二
號
の
資
本
主
義
法
秩
序
特
輯
が
目

に
の
ぐ
o
色
ど
り
豊
か
な
企
劃
で
時
宜
に
承
適
し
て
い
る
が
、
丙
容
必
ず

し
も
充
實
と
は
い
え
ず
、
少
し
盛
り
澤
由
す
ぎ
ぱ
し
な
い
だ
ろ
う
か
o
こ

と
に
末
尾
の
パ
ウ
ン
ド
「
法
融
會
學
」
の
紹
介
ほ
、
面
白
か
る
べ
く
し
て
ー

つ
い
に
た
い
ぐ
つ
な
の
ば
、
ど
5
し
た
こ
と
だ
ろ
弓
か
o
紹
介
渚
の
テ
ク

ニ
ッ
ク
に
疑
問
を
感
ず
る
の
ほ
亀
輩
に
私
ひ
と
り
で
は
あ
る
ま
い
o

そ
の
他
、
末
灘
博
博
士
「
改
疋
民
法
豪
事
審
劃
迭
（
羅
巻
）
、
闘

石
三
郎
教
授
「
英
法
に
於
け
る
自
救
行
爲
」
（
畿
踊
鰍
誕
難
）
、
座
談
曾
「
民
法
施

行
一
年
を
顧
み
て
」
（
撚
躍
漸
照
罵
永
田
菊
四
郎
教
授
「
共
同
相
績
の
諸
問

題
」
（
簸
竣
粛
）
象
奮
る
。

蓄
7
な
お
費
料
と
し
て
「
鋼
鰐
民
場
絵
」
（
羽
）
（
購
斐
）
が
刊
行
さ
れ

た
o
　
　
　
　
（
四
九
二
ひ
三
〇
）
　
　
　
　
　
田
車
　
　
賢

庸

墜

　
冠
雰
取
引
所
が
い
よ
ノ
＼
竃
月
一
四
日
か
ら
再
開
さ
れ
た
o
絡
職
直
前

の
八
月
一
〇
β
に
立
會
を
停
止
し
て
か
ら
、
實
に
三
年
九
カ
月
目
で
あ
る
。

ご
の
聞
駿
雫
中
の
「
目
本
謹
雰
取
引
所
法
」
そ
の
地
の
法
律
は
腹
止
さ
れ
、

新
し
ぐ
髄
定
さ
れ
た
「
護
舞
駁
引
法
」
　
（
ニ
ニ
・
三
・
二
八
法
ニ
ニ
）
も



量
の
後
全
圃
的
に
改
正
（
二
三
帆
四
。
一
「
三
法
二
五
）
さ
れ
て
、
既
に
昨

隼
適
月
か
ら
施
行
さ
れ
て
い
た
の
廼
あ
る
が
、
痙
濟
駅
態
が
安
定
し
な
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も

と
い
ら
理
由
で
、
取
引
所
の
再
開
は
今
日
ま
で
許
可
さ
れ
な
か
つ
た
の
で

あ
る
o
㌧
勿
論
今
良
と
聾
も
継
濟
駅
態
は
安
定
し
た
と
ほ
い
い
鴛
な
い
が
、

九
原
鮒
の
賞
施
に
よ
り
そ
の
方
向
は
一
鷹
定
ま
り
、
株
式
の
瑳
行
も
漸
く

嚢
餐
ぞ
昨
養
茜
雇
峯
墜
た
壷
采
饒
鋳
衡
財

敏政辮の

強
行
に
俘
ト
沸
復
金
に
よ
畜
融
費
が
一
廊
正
め
ら
れ
た
こ
と
等

の
墓
情
も
あ
，
つ
て
、
崖
策
資
金
の
調
蓮
を
株
式
に
求
め
る
傾
向
は
一
段
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
ノ

強
く
な
，
つ
て
き
て
い
る
o
か
か
る
情
勢
の
下
で
市
場
を
正
式
に
闘
設
し
・

取
引
の
公
蕉
乏
圓
滑
な
流
通
を
圖
る
こ
と
ほ
現
實
に
部
し
た
撞
置
と
い
う

と
と
が
で
き
よ
う
。

　
弐
に
最
近
に
お
け
る
顯
著
な
傾
向
の
一
つ
は
、
融
債
の
獲
行
が
活
叢
に

な
つ
で
き
た
ご
と
で
あ
み
。
こ
れ
ま
で
畏
期
の
塵
業
費
金
の
調
蓮
と
い
え

ば
殆
ん
ど
株
式
に
限
ら
れ
、
昨
年
度
の
瀧
債
叢
行
も
僅
か
に
一
竃
件
、
四

億
九
千
萬
圓
に
ず
ぎ
な
か
つ
た
が
、
本
年
度
に
入
つ
て
か
ら
は
五
月
ま
で

は
　
　
　
モ

に
既
に
三
八
件
、
一
五
億
九
千
六
百
篤
圓
に
の
ぼ
り
、
七
月
以
降
は
月
李

均
調
0
億
圓
程
度
の
清
化
が
期
待
さ
れ
る
に
至
つ
た
。
こ
れ
は
鑑
行
筋
の

　
　
　
キ

買
入
が
目
立
つ
，
て
増
加
し
て
き
た
た
め
で
、
そ
の
理
由
と
し
で
ほ
ω
復
金

償
が
償
逡
さ
れ
る
の
護
債
が
萢
當
な
手
墓
備
毒
つ
て
き
を
と
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
高
島
屋

　
糞
行
金
顛
　
　
　
三
千
五
百
溝
轟

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
七
千
菖
嬬
の
う
当
第
」
、
同
分
）

　
寡
入
順
位
　
　
　
株
主
優
先

毘
．
事
法
ノ
ー
ト

の
経
濟
安
定
期
を
迎
え
て
貸
出
金
利
の
引
上
は
も
は
や
不
可
能
で
あ
る
と

い
う
見
透
し
を
も
つ
て
ぎ
た
こ
と
等
が
あ
げ
ら
れ
る
。
こ
う
レ
た
起
債
市

場
の
活
況
を
裏
書
き
す
る
も
の
と
し
て
、
從
來
殆
ん
ど
電
力
債
、
電
鐵
債

に
限
ら
れ
て
い
た
戯
債
の
護
行
が
、
四
月
の
高
島
屋
の
轄
換
融
債
に
刺
戟

さ
れ
、
繊
維
業
、
鑛
業
、
化
學
工
業
等
の
部
門
に
ま
で
及
κ
で
き
た
こ
と

を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
・
そ
こ
で
今
圏
ぼ
鱒
換
瀧
債
に
つ
い
て
考
察

し
て
み
た
い
。

　
韓
換
赴
債
（
8
β
〈
霧
謡
迄
o
言
乞
）
と
は
瀧
債
勝
有
者
に
、
護
行
の
際

に
定
め
ら
れ
た
期
間
内
に
一
定
の
割
合
に
よ
つ
て
、
會
薩
の
株
式
と
輔
換

し
鶴
る
穫
利
を
認
め
番
種
類
の
批
債
で
あ
り
、
瀧
債
の
確
實
性
と
株
式
の

投
機
性
と
を
岡
時
に
具
備
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
わ
れ
、
昭
和
一
三
年
の

商
法
改
置
に
よ
っ
て
初
め
て
探
用
さ
れ
た
も
の
毛
あ
る
が
（
商
三
六
四
以

．
下
）
、
ぞ
の
後
0
内
外
の
情
勢
は
こ
の
新
し
い
種
類
⑳
泣
債
を
育
威
す
る
に

ほ
、
必
ず
し
も
適
當
な
も
の
で
な
か
っ
た
た
め
、
丙
國
債
に
樹
外
國
債
に

に
も
殆
ん
ど
利
用
の
機
會
を
碍
な
か
つ
奄
け
れ
ど
も
今
同
高
島
屋
が
弐

⑳
條
件
で
轄
換
赴
債
を
初
め
て
公
募
レ
、
ま
佐
電
鐵
、
武
田
藥
晶
工
業
も

綾
い
て
こ
の
種
類
の
肚
債
を
稜
行
し
た
た
め
、
俄
に
注
目
さ
れ
る
に
至
つ

　
　
　
　
　
「
　
　
｝

た
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
圭
催
電
蟻

　
　
　
　
二
千
五
百
寓
綴

（
五
千
萬
隅
の
う
当
第
一
将
憂
）

　
　
　
株
主
優
先
．

　
　
　
　
　
　
　
武
田
秦
島
工
業

　
　
　
　
　
　
五
千
萬
踊

（
一
億
圓
の
う
ち
第
一
同
分
）

　
　
　
　
　
　
株
主
優
先五

五

（
智
二
一
）



薦
婁
灘
ノ
3
ト

利
　
　
　
牽

畿
行
償
楕

償
逡
期
限

櫓
　
　
保

鷲
債
褒
行
日

饗
換
條
件

　
　
目
的
物

　
　
出
　
黎

　
　
期
陶

年
　
一
割

額
衝
蒼
圓
に
つ
砦
百
圓

菖
　
　
　
年

禽
融
所
有
不
動
産

昭
和
二
四
年
四
月
一
五
日

年
一
割
二
分

額
面
百
圓
龍
つ
き
衝
圏

三
　
　
　
年

鐡
遣
及
び
軌
、
道
財
園

昭
篇
二
四
年
四
月
五
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
顧
御
五
＋
飼
醤
翻
株

　
　
　
　
　
　
　
　
　
鷲
鏡
額
面
五
千
圓
に
つ
き
百
株

　
　
　
　
　
　
　
　
　
鵜
麹
毎
竺
月
o
遡
需

　
韓
換
縫
債
は
米
國
起
お
彪
一
八
七
〇
年
前
後
の
恐
慌
時
代
に
、
費
本

吸
牧
の
手
段
と
し
τ
考
案
さ
れ
た
こ
上
に
鎗
軌
、
二
九
〇
一
年
に
ほ
鳳
ニ

オ
ツ
、
．
バ
シ
フ
ィ
ッ
ク
鐵
渣
會
縫
が
こ
れ
を
震
行
し
、
再
度
に
わ
だ
つ

て
低
剰
で
多
類
の
費
金
を
集
め
る
こ
と
に
成
功
し
て
い
義
o
け
れ
ど
も
“

般
に
使
屠
さ
れ
る
よ
テ
に
毒
つ
た
の
絃
第
一
弐
大
鞍
以
後
で
あ
軌
、
現
在

護
あ
種
薯
震
桀
謬
誉
叢
夫
氣
2
る
塵
馨

あ
る
と
い
わ
れ
て
い
ゐ
。
漏
逡
に
お
い
て
は
第
一
弐
大
磯
以
銭
、
國
内
に

お
砂
る
費
案
調
蓬
の
便
宜
を
圏
る
と
岡
蒔
に
、
外
國
費
本
を
導
入
す
る
現

賞
の
必
要
か
ら
、
一
九
三
七
年
の
株
式
倉
融
法
の
改
正
に
あ
爽
り
て
採
馬

さ
れ
た
瀞
け
れ
ど
も
そ
の
後
外
賛
導
入
の
た
め
に
敵
狛
ん
ど
窟
用
さ
れ

ず
、
内
國
償
に
お
い
て
曽
一
〇
同
に
満
た
な
》
叢
行
ボ
あ
つ
た
だ
け
で
、
米

鐵
鑑
お
ゆ
る
よ
う
に
は
叢
建
し
な
奪
た
。
そ
こ
頂
か
な
る
鷺
鍵
轄

換
縫
債
が
蚕
行
さ
れ
て
き
た
加
、
叉
叢
行
さ
れ
る
こ
と
渉
有
溜
で
あ
る
か

額
圃
五
十
圓
普
麺
株

鷲
債
額
面
二
千
五
百
圓
に
つ
き
五
十
株

鵜
蟄
理
舗
瀦

　
　
　
五
六
　
　
　
（
三
一
二
）

隼
　
一
　
割

額
面
百
圏
に
つ
き
百
國

三
　
　
　
　
年

工
場
財
團

昭
和
二
四
年
七
月
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
額
面
五
＋
圃
普
通
秣

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
融
債
額
面
五
千
圓
に
っ
養
百
株

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
自
昭
和
二
五
年
七
月
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
麗
昭
測
二
七
隼
三
月
三
｝
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
硝

と
い
え
ぱ
、
①
將
來
性
め
あ
る
曾
紅
が
建
設
資
金
を
必
要
と
す
る
場
合
、

③
嵐
桑
資
金
の
所
要
額
が
極
め
て
多
額
に
上
る
か
、
或
は
急
遽
に
撰
張
資

金
を
必
要
と
す
る
場
合
、
こ
れ
ら
の
場
合
に
株
式
費
本
の
み
の
調
遽
が
不

可
能
で
あ
る
か
、
叉
ほ
自
己
資
本
の
負
擦
憂
極
力
抑
制
す
る
こ
と
を
有
利

と
す
る
場
合
。
⑧
優
秀
會
灘
の
株
便
渉
一
時
的
に
沈
滞
し
て
い
る
が
將
察

の
飛
躍
を
豫
想
さ
れ
る
と
き
、
或
ほ
箪
に
か
か
る
投
機
的
翼
素
セ
結
び
つ

け
る
こ
と
に
よ
つ
て
融
債
の
漕
化
を
促
進
し
よ
う
と
す
る
場
合
、
・
㈹
経
瞥

（
者
が
現
在
め
支
配
権
を
保
特
し
よ
弓
と
し
、
特
に
外
費
導
入
期
に
お
い
て

相
當
期
聞
に
わ
た
つ
て
外
資
の
支
配
を
冤
れ
よ
う
と
す
る
場
合
等
で
あ

る
o

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ン
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ラ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ラ

　
そ
こ
で
こ
の
轄
換
鮭
債
は
A
蟄
行
曾
載
、
B
鱒
換
融
債
鰹
渚
陶
C
株

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ラ

主
に
い
か
な
る
徳
失
を
も
た
ら
す
添
に
つ
い
で
徐
討
し
て
み
よ
う
。
仏

會
毅
ボ
融
債
を
叢
行
し
よ
う
と
し
て
も
、
経
濟
舞
の
不
況
、
會
鮭
蜜
桑
め



ポ
摸
等
の
理
由
か
ら
そ
の
募
集
が
困
難
な
場
合
、
轄
換
融
債
を
利
用
す
れ

ぱ
通
常
の
瀧
債
を
募
葉
す
る
よ
り
毒
有
利
な
條
件
♪
即
ぢ
一
贋
有
利
な
叢

行
債
絡
又
ぼ
ザ
眉
低
寧
な
利
息
を
も
つ
て
資
索
調
遽
の
目
的
を
蓮
す
る
こ

と
・
噂
魯
る
。
叉
會
瀧
が
株
主
の
構
成
に
塑
動
を
輿
え
る
こ
と
な
く
資
金

を
調
蓮
し
よ
㌢
と
す
る
場
合
、
’
縛
換
瀧
傭
を
農
行
し
て
そ
の
轄
換
の
目
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
メ

物
を
議
淡
描
な
轡
優
先
株
、
若
し
く
ほ
議
決
纏
を
制
限
し
た
株
式
に
す
る

こ
と
に
よ
つ
て
こ
の
目
的
を
蓮
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
弐
に
轄
換
敵
債

灌
諸
が
鞘
換
擢
を
行
使
ず
れ
ぼ
、
赴
債
権
者
鷺
糠
霊
と
な
り
、
，
會
敵
の
債

務
敵
そ
の
碗
園
内
で
潰
減
し
、
自
己
資
本
が
増
大
す
る
わ
け
で
あ
る
。
樋

常
こ
の
現
象
は
會
赴
財
政
の
健
全
魑
を
意
味
す
る
が
、
．
會
鮭
の
牧
釜
が
限

度
に
蓮
し
て
い
る
と
き
に
は
、
自
己
資
本
の
匪
迫
が
却
つ
て
纏
誉
上
不
利

釜
を
ぎ
た
す
こ
と
に
な
ゐ
。
交
會
融
の
牧
釜
伏
態
が
よ
く
株
偵
む
高
い
と

善
に
は
鱒
換
も
盛
ん
に
行
わ
れ
る
ボ
、
こ
の
よ
う
な
場
合
に
ほ
株
式
も
プ

レ
．
・
・
ア
ム
附
で
公
募
で
き
る
場
合
が
多
い
か
ら
、
と
の
面
の
牧
釜
を
放
棄

樹
ね
ぽ
な
ら
ぬ
不
利
ボ
あ
る
・
更
に
鱒
換
に
よ
る
増
費
見
越
か
皇
鼓
換

期
間
ま
で
の
巾
商
時
期
の
増
資
に
あ
た
つ
て
、
募
集
の
困
難
を
き
た
ず
可

　
　
　
　
　
　
ラ

飴
性
が
あ
る
。
佃
麟
換
鮭
債
瀬
著
は
禽
融
事
索
の
不
振
の
際
ほ
纏
債
樫
着

と
し
て
一
定
の
利
息
の
支
擁
を
弓
け
、
解
散
の
場
合
に
義
株
主
に
優
先
し

て
携
濟
を
う
け
ら
れ
る
。
そ
の
上
一
旦
事
楽
が
好
鱒
す
れ
ぱ
、
自
己
の
地

位
を
鮭
債
権
者
よ
り
一
層
有
利
な
株
主
に
攣
え
て
、
競
債
の
利
息
以
上
の

蒋
釜
配
當
を
う
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
又
こ
の
よ
う
な
場
合
に
ほ
株
便
も

昂
騰
し
、
そ
れ
ほ
株
式
と
の
韓
換
の
可
能
性
を
も
つ
瀧
債
み
償
格
の
騰
貴

を
招
ぐ
か
ら
、
ぎ
瀧
債
の
ま
ま
で
も
高
値
で
護
湊
し
響
る
わ
け
で
あ
る
。
げ

　
　
　
　
民
凄
法
ノ
警
多

れ
ど
も
こ
う
し
た
有
利
な
條
件
を
も
つ
韓
換
紅
債
を
買
入
れ
る
た
め
に

ほ
、
や
ほ
り
そ
れ
だ
げ
護
行
條
件
ぼ
普
遙
の
敵
債
よ
喚
も
、
投
費
家
に
と

つ
て
不
利
に
な
つ
て
い
看
し
、
叉
鱒
換
期
間
単
の
株
償
が
偶
々
低
迷
し
績

け
る
と
か
、
韓
換
の
藩
求
後
数
力
叢
生
ま
で
の
間
に
（
商
三
六
八
。
蕊
六

二
）
、
株
償
の
暴
萎
瓢
み
た
と
か
い
う
場
合
に
は
、
轄
換
の
妙
味
を
失
つ
た

り
不
利
な
條
件
で
の
鱒
換
を
張
い
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
働
裸
主
に
直
つ

て
は
、
輔
換
権
が
行
侮
さ
れ
融
債
が
株
式
に
繭
換
さ
れ
る
こ
と
ほ
、
そ
れ

に
伴
つ
て
會
敵
の
牧
釜
が
壌
加
し
な
い
限
り
、
多
く
の
場
合
に
酎
當
牽
の

低
下
を
き
た
す
こ
と
に
な
る
か
ら
、
韓
換
就
債
ほ
株
主
と
灘
債
櫨
者
の
利

害
衝
突
を
尖
鋭
化
す
る
も
の
で
あ
る
軌
け
れ
ど
も
株
主
ほ
か
か
る
韓
換
就

　
　
　
ノ

債
を
襲
行
す
べ
き
で
あ
ら
う
か
否
か
、
或
は
そ
の
叢
行
條
件
を
い
か
に
す

る
か
等
を
自
由
に
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
（
商
二
九
六
・
三
四
三
）
、
輔
換

さ
れ
る
ま
で
は
配
當
金
よ
り
も
低
牽
な
利
怠
で
資
金
を
調
蓮
し
得
る
こ
と

も
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
（
二
寧
六
．
一
五
）
高
扇
正
夫

葛
事
藝
劃

嗣
、
法
律

簡
易
生
命
保
臓
法
・
郵
便
年
金
法
の
更
新
に
あ
た
つ
て
、
保
瞼
給
付
請

求
穂
の
差
押
禁
止
、
お
よ
び
訴
課
に
封
す
る
審
査
會
の
審
査
の
前
置
を
規

定
し
（
灘
醍
墨
鋒
類
鑛
膿
駆
噛
農
秦
鐵
詞
馨
解
警
権

』
隈
を
行
致
蹉
か
ら
裁
鍔
駈
へ
移
ザ
に
つ
い
で
、
』
裁
鱒
一
所
砂
管
轄
を
定
め

爺
銭
竈
醤
、
ま
た
、
行
護
の
肇
捧
ぞ
嚢
の
叢
晃

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
七
　
　
　
（
一
二
ご
二
）



　
　
　
　
民
購
洗
ノ
警
ト

め
ゑ
璽
醒
轄
護
難
羅
島
、
）
警
、
皇
琶
し
く

な
ψ
立
法
を
別
に
す
れ
ば
㌻
騰
係
あ
る
法
彿
ほ
次
の
入
件
で
あ
る
。

　
　
人
訴
訟
農
用
等
臨
時
措
鍛
法
め
一
部
を
改
並
す
る
法
律
（
五
月
一

　
　
　
四
爵
．
・
法
五
五
・
印
日
施
行
・
遡
及
適
用
）

　
　
　
　
　
ヤ

　
　
ロ
、
、
臨
時
宅
地
暫
”
貸
僧
町
絡
皿
修
詑
へ
法
．
．
一
二
（
五
月
一
九
日
．
法
八
五

　
　
　
帥
日
施
行
）
、

　
　
ハ
、
下
級
齢
”
朔
所
の
設
立
及
び
讐
繋
匿
域
だ
闘
す
る
法
律
の
一
部
を

　
　
　
改
露
す
る
法
律
（
五
月
一
九
旧
’
法
八
六
・
七
月
蛸
β
雄
行
）

　
　
昌
、
幌
法
等
の
一
部
を
改
筐
す
る
法
律
・
二
（
五
月
ご
八
掴
・
法
一

　
　
　
一
五
・
卵
日
施
行
）

　
　
ホ
、
　
淡
務
灘
設
資
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
難
筒
二
・
五
（
五
月

　
　
　
竃
二
日
・
法
一
三
六
・
六
帰
一
日
施
行
）

　
　
へ
、
法
務
局
及
び
地
方
法
務
局
設
置
に
伴
う
關
係
法
律
の
整
理
等
に

　
　
　
闘
ず
る
法
律
。
．
一
入
．
附
璽
（
五
月
三
』
日
。
法
一
三
七
．
六
月

　
　
　
忌
施
行
）
、

　
　
ト
、
司
法
試
験
法
（
五
月
三
一
日
博
法
一
四
〇
・
邸
日
施
行
）

　
　
チ
、
　
公
謹
人
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
・
一
（
五
月
一
一
二
日
．

　
　
　
法
一
四
』
・
六
月
一
爾
施
行
）

　
（
一
）
民
訴
讐
典
の
敦
正
　
（
麟
V
差
押
禁
止
の
有
騰
動
渥
と
し
て
民
訴

竃
き
條
絃
富
重
・
瀞
魅
7
等
の
牧
入
金
額
だ
け
を
掲
げ
て
ゐ
る
が
（
獄
）
、

澗
掲
益
、
こ
れ
を
疲
の
籍
生
活
者
に
鑛
張
す
ゑ
輩
．
恩
給
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い

い
ふ
交
字
を
創
つ
た
の
ほ
、
適
用
範
園
撰
隈
に
伴
ふ
｝
般
化
の
必
要
か
ら
、

牧
入
と
い
ふ
語
を
も
つ
て
蕩
六
一
八
條
五
號
六
號
の
各
種
の
所
得
を
纏
穰

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
八
　
　
　
（
一
一
二
四
）

し
、
從
つ
て
、
職
務
上
の
牧
入
お
よ
び
報
酬
と
と
も
に
、
恩
絵
・
扶
助
粁
・

を
も
含
ま
せ
る
趣
旨
で
あ
ら
3
描
尤
も
、
鏡
＝
者
は
恩
給
法
（
一
）
⑳
優
先

適
用
を
受
け
て
全
額
差
押
へ
ら
れ
ぬ
か
ら
、
實
際
上
ほ
問
周
が
な
い
。
（
b
）

　
ニ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
ゆ

本
年
元
日
施
行
の
改
正
以
來
、
牧
入
・
報
酬
・
等
の
債
樒
の
差
揮
許
容
の

限
度
ほ
ゆ
定
額
に
代
へ
て
比
牽
を
以
て
表
示
せ
ら
れ
、
一
年
間
に
受
く
べ

き
総
額
の
四
分
の
三
を
超
過
す
る
部
分
に
限
つ
で
差
押
へ
褐
る
と
規
定
ぜ

ら
れ
て
ゐ
た
が
（
鍔
、
月
総
病
給
桑
の
場
合
に
τ
葦
分
に
引
直

し
宅
計
算
す
る
趣
旨
賓
は
な
い
か
ら
、
前
揚
二
ほ
叉
こ
の
軸
を
鞠
支
梯
期

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ
ノ

に
受
く
べ
き
金
額
の
四
分
の
一
に
限
つ
七
差
押
へ
鴛
る
と
い
ふ
、
明
確
な

表現に

改
め
る
。

　
（
二
）
行
政
事
件
訴
願
前
置
の
例
外
　
　
前
揚
ロ
は
、
同
法
に
よ
つ
て
決

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
セ

定
せ
ら
れ
た
修
正
賃
貸
偵
絡
に
闘
す
る
異
議
の
決
定
に
封
L
、
訴
願
を
纏

ず
し
暴
を
提
起
す
る
、
芝
を
馨
た
。
徴
税
の
必
蒙
ら
迅
速
娠
落
蒲

を
望
む
趣
旨
で
あ
ら
弓
か
。
原
盧
分
取
潰
の
訴
は
、
審
査
む
経
て
ゐ
る
以

上
、
行
訴
特
例
法
＝
條
の
解
繹
と
し
て
亀
許
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
数
い
か

ら
、
本
法
綴
右
の
決
定
自
睦
に
關
す
る
も
の
と
解
せ
ら
れ
る
o
㌧
不
徹
底
o

　
（
三
）
簡
易
裁
到
所
の
墳
設
．
簡
身
裁
劃
所
ば
現
在
五
五
九
箇
あ
る

が
、
更
に
、
開
・
安
藝
西
條
・
見
島
・
等
、
六
箇
が
新
た
に
設
げ
ら
れ
ξ
。

便
粟
的
整
理
と
共
に
前
揚
ハ
の
定
め
る
と
こ
ろ
φ

　
（
四
）
そ
の
飽
の
法
衛
　
　
前
掲
イ
は
策
六
條
を
加
へ
て
執
行
吏
、
の
恩

給
基
準
の
俸
給
額
を
指
定
し
、
嗣
、
ト
ほ
裁
鋼
所
法
六
六
條
の
試
験
を
定
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ト

る
。
ホ
・
へ
・
チ
の
三
法
は
、
法
務
臆
の
改
粗
昇
格
（
殊
に
法
務
局
の
設

置
）
に
俘
ひ
、
裁
到
厨
法
セ
欝
護
士
法
・
罪
訟
法
・
載
時
民
事
特
別
法



（
職
謬
・
蓋
人
窪
、
そ
れ
ぞ
れ
必
饗
整
姦
へ
盗
餅
餓
巌

鶏
慧
欝
課
喰
）
。

顧
驚
激
令
と
規
飼

　
　
イ
、
裁
勇
営
の
制
服
に
嗣
す
る
規
剣
（
四
月
一
日
・
最
高
規
五
・
邸

　
　
　
日
施
行
）

　
　
”
、
　
一
般
職
た
る
裁
判
厨
職
員
の
勤
務
時
問
に
關
す
る
規
則
の
特
例

　
　
　
に
闘
す
る
規
則
（
四
丹
四
日
・
最
高
墾
ハ
歯
日
施
行
）

　
　
ハ
、
　
一
般
職
た
届
裁
荊
斯
職
員
の
勤
務
時
閲
に
關
す
る
規
則
の
醐
部

　
　
　
を
改
班
す
る
規
則
（
四
月
一
二
日
・
最
高
號
七
。
遡
及
適
用
）

　
　
昌
、
最
高
検
察
襟
の
位
置
並
び
に
最
高
検
察
鷹
以
外
の
検
察
総
の
名

　
　
　
霧
及
婿
位
置
を
定
め
る
政
令
の
一
部
を
改
正
実
る
政
令
（
五
月
二

　
　
　
四
肩
・
欧
一
〇
一
㌔
七
月
一
日
施
行
）

　
　
ホ
、
日
本
專
費
公
甦
に
封
ナ
る
法
令
の
準
用
等
に
鯛
す
る
政
令
（
五

　
　
　
“
月
二
八
日
・
一
双
一
　
一
六
仙
六
ロ
η
一
日
施
行
）

　
　
へ
、
　
公
識
人
審
査
禽
令
ハ
五
月
賞
一
臼
・
欧
一
三
八
・
六
月
一
日
施

　
　
　
行
）
法
律
チ
夢
照

　
　
ト
、
公
設
人
身
元
保
謹
金
令
（
五
月
三
一
日
・
政
一
三
九
・
六
月
一

　
　
　
日
施
行
）
同
葡

　
　
チ
、
法
務
燦
設
鐙
法
等
の
一
部
改
正
に
件
い
、
闘
係
敦
令
を
整
理
す

　
　
　
　
る
等
の
政
令
。
一
（
五
月
一
備
二
日
。
敦
峠
四
三
ニ
ハ
月
、
一
日
錐
行
）

　
　
り
、
法
務
局
及
び
地
方
法
務
局
設
置
に
伴
う
駕
係
致
令
の
難
理
等
に

　
　
　
　
矯
す
る
敦
令
・
四
（
五
月
三
一
日
・
政
一
囚
四
？
六
月
一
、
β
態
行
）

　
（
一
）
公
瀧
を
行
藤
機
闘
と
み
な
す
規
定
　
　
行
訴
特
例
法
（
触
y
非
諌

　
　
　
　
　
民
亭
決
メ
毒
卜

法
（
蕪
砺
ン
孟
ω
上
一
竃
Y
國
の
利
害
に
關
係
あ
る
訴
訟
に
つ
い
て
の
法

務
織
裁
の
灌
限
等
に
關
す
る
法
律
（
航
唖
パ
）
ほ
、
日
本
專
費
蚕
融
に
も
準

用
せ
ら
れ
、
こ
の
闘
係
で
は
公
馳
ほ
、
國
の
行
政
機
開
と
看
倣
さ
れ
る

（
齪
額
聡
）
。
前
揚
ホ
。

　
（
二
）
そ
の
他
の
政
令
　
　
前
掲
醤
は
簡
易
裁
剣
所
の
塘
設
に
封
感
し

毒
裟
鹿
の
設
置
を
署
、
チ
・
＆
、
法
務
馨
改
穆
磨
髪
、

辮
護
士
審
査
委
員
會
官
制
（
餓
憾
は
雌
縫
）
お
よ
び
公
謹
人
手
救
料
規
則
牝
改

正
を
加
へ
る
。

三
、
判
　
　
例

　
　
イ
〕
最
高
朔
集
二
巷
八
號
一
〇
頁
・
昭
二
三
隼
七
月
一
七
日
．
小
法

　
　
　
廷
判
決

　
　
尺
最
高
男
集
二
巻
一
〇
號
二
四
頁
・
昭
ご
三
年
九
月
一
八
日
・
小

　
　
　
洗
廷
剣
決

　
　
ハ
、
最
高
男
集
二
巻
一
〇
號
コ
鵡
八
頁
・
昭
二
三
年
九
月
三
〇
日
．

　
　
　
小
法
廷
朔
決

　
　
昌
、
最
高
殉
集
二
巷
一
一
號
旧
頁
。
昭
二
三
年
一
〇
月
一
二
日
・
小

　
　
　
法
雍
剣
決

　
　
ホ
、
最
高
鋼
集
二
巷
一
一
競
二
七
頁
・
昭
二
三
年
一
〇
月
二
九
日
・

　
　
　
　
小
法
莚
決
定

　
（
一
）
執
行
吏
に
解
繹
を
強
い
る
蝦
虜
分
命
令
ほ
麺
法
か
づ
。
假
威

分
決
定
取
清
の
第
一
審
鍔
決
セ
攣
更
し
て
、
第
二
審
仙
甕
高
裁
ほ
、
病
院

の
達
物
を
執
行
吏
の
保
管
に
移
し
、
債
務
者
（
被
控
訴
人
）
の
申
立
が
あ

る
ぎ
樗
債
務
黍
そ
畠
禦
数
翠
鍾
膏
事
慰
必
器
鯨
騨
や

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
九
　
　
　
（
｝
酬
二
愚
）



厩
拳
醜
ノ
萎
卜

こ
れ
に
そ
の
使
用
を
許
す
ぺ
き
旨
を
執
行
莫
に
命
じ
た
b
何
が
そ
の
必
要

徽
限
度
で
あ
鴫
か
の
露
要
か
っ
微
妙
な
鋼
断
は
、
學
げ
で
執
行
吏
に
委
ね

髭
巻
虜
る
。
債
馨
誉
の
鮎
峯
ひ
、
婆
を
轟
し
叢
高

裁
に
上
告
し
売
が
、
最
高
裁
億
上
貨
を
棄
却
し
て
日
く
、
「
右
鋤
翫
ぼ
唯
本

俸
建
物
の
使
用
の
範
園
に
つ
い
て
の
み
爲
熔
る
べ
き
到
翫
で
あ
つ
て
、
極

あ
㎏
隈
定
さ
れ
て
い
る
の
そ
、
甚
惹
く
複
雑
な
電
の
と
は
言
え
な
く
、
養

遙
の
常
識
を
具
備
す
る
も
の
に
こ
れ
を
求
む
る
も
決
し
て
不
嘗
で
は
な
い

⑳
で
あ
2
、
．
。
…
・
．
．
徴
籐
則
に
背
反
す
る
不
法
は
な
と
乏
。
か
や
う

な
類
型
の
俵
繊
分
は
、
［
近
時
ゆ
勢
働
雫
議
の
假
露
分
に
多
教
現
れ
て
ゐ
る

と
こ
ろ
熔
あ
る
が
、
假
庭
分
法
の
本
來
、
の
愛
曹
嶺
域
た
る
本
件
の
場
合
に
、

詞
嫌
の
慮
理
が
許
さ
れ
る
小
、
疑
問
で
あ
る
矯
一
’
概
に
執
行
吏
の
鋼
噺
を

緋
除
す
べ
し
と
言
ふ
の
で
は
な
い
が
、
具
膿
的
事
賞
を
見
る
と
き
、
裁
到

所
自
身
に
お
い
て
も
う
少
し
細
が
い
指
示
ま
で
爲
し
得
た
や
う
に
見
え
る

（
淋
難
硝
欝
緩
秘
蕊
継
の
）
．
句
能
薩
屡
方
誉
細
目
蓋
手

、
㌧
と
ほ
、
裁
到
挽
．
執
谷
童
聞
の
磯
務
分
掌
（
慨
礎
聾
雄
e
晒
鋤
融
翻
循
瀦
肋
競
湖

鑛
耽
罐
義
瓠
葱
諌
聾
あ
關
祭
ら
、
民
訴
七
天
條
の
自
由

裁
量
の
あ
適
輩
嚢
の
護
あ
妻
惨
。
姑
く
疑
問
を
と
ど
め
て

置
く
唯
前
揚
イ
。
（
肱
磁
即
磁
焔
臥
郁
副
齢
廓
嘆
か
襯
聴
厭
叔
紹
槻
欝
めの
猟
行
吏
）
。

　
（
二
）
咽
方
當
事
渚
と
特
に
密
接
な
關
係
に
あ
る
謹
人
の
詮
言
を
探
罵

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

する

の
敵
纒
鎗
法
則
に
反
す
る
か
ー
1
。
最
高
裁
は
否
定
。
謹
明
力
像
、

右
の
灘
傑
の
存
在
だ
け
で
失
は
れ
る
筈
が
な
く
、
寧
ろ
そ
の
飽
の
事
蜜
の

麺
何
に
繋
る
わ
け
で
あ
る
か
ち
、
全
趣
旨
に
徴
し
て
裁
鍔
所
が
謹
言
に
指

信
す
る
以
上
、
こ
れ
を
妨
ぐ
ぺ
き
理
由
は
な
い
。
鍔
旨
正
當
。
前
揚
覧

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
｛
ハ
0
　
　
　
　
（
三
一
六
）

（
三
）
第
一
審
裁
到
所
が
不
當
に
管
轄
を
認
め
た
場
合
に
愚
、
當
事
者

ほ
、
，
控
訴
審
に
お
い
て
管
鍵
を
主
張
．
し
得
な
い
か
i
L
o
’
民
訴
三
入

一
條
は
、
剣
決
の
賞
質
に
不
當
な
鮎
が
な
い
時
に
管
轄
違
の
や
う
な
形
式

上
の
鉄
勲
の
た
め
事
件
の
落
着
を
妨
げ
る
こ
と
を
、
訴
訟
経
濟
上
好
ま
し

伽
ら
ず
と
認
め
、
任
意
管
轄
の
欠
歓
は
第
一
審
の
鋼
決
言
渡
に
ま
っ
て
當

然
輔
正
せ
ら
れ
る
も
の
と
す
る
趣
旨
で
あ
る
か
ら
、
た
と
へ
第
一
審
裁
鋼

所
の
認
定
が
誤
つ
て
ゐ
た
と
し
て
も
、
專
罵
管
轄
に
闘
し
な
い
限
り
、
問

題
を
打
切
る
法
意
と
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
o
本
問
を
肯
定
す
る
鋼
旨
は

正
當
で
あ
る
が
、
上
告
理
由
の
文
言
か
ら
察
す
る
と
、
原
審
が
全
ぐ
到
断

を
示
さ
な
か
つ
た
勲
を
責
め
て
ゐ
る
や
5
に
右
見
え
る
o
さ
う
と
ず
れ
ぽ

原
審
の
措
置
は
、
不
法
で
は
な
く
と
も
不
親
切
で
あ
つ
た
（
鞄
胤
パ
諾
欄
伽

団
躯
説
）
．
前
揚
ハ
。

　
（
四
）
鋼
決
言
渡
期
縫
の
告
知
は
在
矩
し
な
い
當
事
者
に
封
し
て
も
そ

の
効
力
を
生
ず
る
か
f
。
　
前
揚
ハ
鳳
こ
れ
を
肯
定
す
る
が
、
不
當
で

あ
る
。
本
ノ
ー
ト
第
三
同
鋼
例
四
（
糊
茄
聖
癖
識
朝
獣
噸
嘱
購
二
）
に
詞
じ
。

　
（
孟
）
駈
有
櫨
移
擁
登
記
の
抹
潰
を
訴
求
オ
篭
に
つ
い
て
、
一
方
に
原
因

た
る
費
買
が
虚
鱈
椴
装
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
、
地
方
豫
備
的
に
右
費
買

に
っ
き
破
蓬
法
上
の
否
認
擢
を
行
使
す
る
と
主
張
す
る
庶
、
請
求
の
併
合

で
あ
る
か
ー
o
　
鍔
旨
鳳
こ
れ
を
否
定
し
、
攻
撃
方
法
の
複
欺
に
過
ぎ

ね
と
す
る
。
登
記
抹
潰
の
誇
求
．
権
を
所
有
権
の
一
作
用
と
見
る
限
り
、
爾

主
張
に
お
け
る
請
求
原
因
ほ
全
く
岡
一
に
跨
し
、
從
つ
て
、
講
求
の
複
数

を
認
め
な
い
態
度
を
正
當
と
せ
ね
ぽ
な
ら
ぬ
。
併
し
、
前
提
と
せ
ら
れ
る

登
記
請
求
権
の
性
質
そ
の
も
の
に
問
題
が
あ
る
。
登
記
割
度
本
來
の
越
旨



か
ら
す
れ
ば
、
寛
質
的
権
利
状
態
が
登
記
薄
の
記
載
と
喰
違
ふ
事
實
あ
る

と
き
、
こ
れ
に
よ
b
て
不
利
盤
を
受
け
る
者
が
常
然
（
原
始
的
に
）
．
右
請

求
梅
を
坂
得
す
る
も
の
と
解
ナ
ベ
く
、
物
纏
著
を
標
準
ど
し
て
請
求
擢
者

を
定
め
る
、
㌧
と
ほ
出
來
な
い
。
さ
う
と
す
れ
ば
、
前
示
二
箇
の
主
張
事
實

ほ
各
別
個
の
登
記
請
求
槽
を
基
礎
づ
け
昼
も
の
と
見
る
べ
く
、
登
記
請
求

権
が
訴
甑
物
で
み
る
場
合
k
ほ
主
張
の
や
う
な
事
實
に
よ
つ
で
始
め
て
こ

偽
を
特
定
し
鶴
る
も
考
へ
な
渉
れ
ぱ
な
ら
ぬ
（
蜥
賄
難
輔
講
獄
繊
吻
吐
騰
獄
難
馳
舶

騒
砂
獅
硯
）
。
か
く
て
、
本
件
ほ
請
求
の
豫
備
的
併
脅
と
い
ふ
べ
く
、
剣
旨

優
霧
墓
ゑ
徽
鑛
鯉
歌
諺
醜
認
繍
）
．
鶉
、
一
．

　
（
六
）
原
告
の
第
一
主
張
を
排
禄
、
第
二
主
張
を
認
め
た
判
決
に
封
し
て

被
告
が
懲
訴
し
た
場
合
、
控
訴
審
ほ
右
第
＝
を
排
斥
し
で
第
一
を
認
め
、

控
訴
を
棄
却
す
る
こ
と
が
出
來
る
か
！
。
　
前
段
五
と
岡
一
事
件
に
っ

い
て
の
問
題
・
爾
個
の
主
張
を
攻
撃
方
法
の
複
敷
と
見
る
立
場
を
前
提
と

し
て
、
到
旨
ほ
、
こ
れ
を
墓
す
る
・
第
一
審
に
顯
出
せ
ら
れ
た
費
料
渉

手
続
の
移
審
に
あ
た
つ
て
営
事
者
の
坂
捨
に
よ
り
左
右
せ
ら
れ
る
こ
と
を

認
め
る
り
は
・
績
審
主
義
を
探
用
す
る
法
墨
前
に
適
合
ぜ
ず
・
ま
た
・

必
要
が
あ
れ
ば
當
事
渚
ほ
一
般
の
原
則
に
從
ひ
第
一
審
で
な
し
た
訴
訟
行

爲
を
撤
回
し
得
る
の
で
あ
る
か
ら
、
控
訴
人
の
明
示
し
た
方
法
だ
け
が
控

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ウ

訴
審
理
の
費
料
と
な
る
と
考
へ
る
の
ほ
、
不
都
合
で
も
あ
り
、
不
必
要
で

も
あ
る
o
勝
題
を
肯
定
す
る
勃
冒
の
態
度
は
、
こ
の
意
味
で
正
し
い
渉
、
か

や
う
な
誌
果
を
導
く
た
め
に
は
、
請
求
の
複
敦
を
、
敢
て
否
定
す
る
必
要

　
　
　
　
　
　
ゆ

ほ
な
か
つ
喪
の
で
ほ
あ
る
ま
い
か
。
勿
論
、
請
求
が
溺
個
で
あ
る
と
き
ほ
、

原
則
と
し
て
、
そ
の
一
の
審
鍔
ほ
そ
の
他
方
に
闘
す
る
不
撮
申
立
の
隈
度

　
　
　
　
民
亭
法
．
ノ
婁
｝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

を
超
え
る
こ
と
と
な
ら
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
だ
が
・
常
に
さ
う
な
の
で

ほ
な
く
、
併
合
が
豫
備
的
に
な
さ
れ
る
限
り
、
請
求
は
、
訴
の
構
鑑
と
し

て
不
可
離
に
結
合
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
控
訴
人
の
申
立
が
そ
の
限

度
に
お
い
て
お
の
づ
か
ら
撞
張
ぜ
ら
れ
る
屯
の
と
、
解
す
る
絵
地
の
あ
る

場
合
が
あ
る
。
、
本
件
は
、
さ
や
弓
な
場
合
の
一
に
麗
ず
る
も
の
と
書
ふ
ぺ

き
で
あ
ら
う
（
謹
莚
欝
）
．
幕
二
．

　
（
七
）
違
背
を
問
擬
せ
ら
れ
た
政
令
の
憲
法
逡
反
を
主
張
し
て
人
身
保

護
法
に
よ
る
救
濟
を
求
め
、
拒
否
せ
ら
れ
た
者
は
、
違
憲
抗
告
を
な
し
得

る
か
！
。
　
罰
條
の
効
力
如
何
は
本
案
自
騰
に
關
す
す
か
ら
、
問
責
政

令
の
違
憲
を
理
由
と
し
て
ほ
人
身
保
護
法
に
基
づ
く
救
濟
を
求
め
褥
ぬ

こ
と
勿
諭
で
あ
る
（
謀
継
購
陀
）
。
從
つ
て
、
救
濟
の
請
求
の
蓮
命
ぱ
、
該
政

令
の
有
効
無
効
に
よ
つ
で
左
右
せ
ら
れ
る
こ
と
が
な
く
、
請
求
者
ほ
、
薬

邦
の
決
定
に
封
し
、
憲
法
違
反
の
馳
を
雫
ふ
利
釜
を
有
し
な
い
。
最
高
裁

が
右
蓮
憲
抗
告
を
部
下
し
た
の
ほ
正
當
で
あ
る
。
前
掲
ホ
。

興
事
件
と
濃
感

　
（
一
）
参
議
院
の
浦
利
事
件
調
査
　
　
王
月
コ
0
日
曇
局
裁
は
、
豪
院
鞍

務
委
の
司
法
蓮
膏
調
査
を
違
憲
の
携
置
と
認
め
、
長
官
代
理
か
ら
参
院
議

長
宛
、
申
入
を
行
つ
た
。
爾
院
の
國
政
調
査
樒
（
識
六
）
を
如
何
な
る
範
厨

ま
で
認
む
べ
唐
か
は
、
遽
か
に
論
断
し
得
な
い
難
し
い
問
題
で
あ
る
が
、

今
同
の
蓼
院
の
措
置
ほ
、
具
騰
的
事
件
に
即
し
す
ぎ
た
瓢
、
少
く
と
も
蓮

男
蕃
を
讐
を
葵
よ
姦
騨
謙
雷
）
。

　
（
コ
）
私
嚢
璽
魯
　
　
五
月
二
一
ゼ
三
一
の
爾
日
、
早
大
に
お
い
て
、
私

浅
學
會
の
第
三
團
會
合
が
催
さ
れ
九
が
、
第
一
百
、
小
野
木
常
博
士
の
「
裁

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
一
　
　
　
（
三
一
七
）



　
　
　
　
民
峯
法
ノ
警
ト

鍔
の
論
理
」
と
題
す
る
研
炎
脇
警
が
あ
づ
叙
。
な
ほ
矯
訴
訟
法
學
曾
復
活

の
計
登
が
進
め
ら
れ
て
ゐ
る
。

灘
℃
交
　
厭

　
　
（
イ
）
蒙
子
一
『
強
制
執
行
法
』
弘
丈
堂
（
ロ
）
河
本
喜
奥
之
『
新
訂

　
　
幌
端
飾
訟
法
提
要
』
法
丈
融
（
ハ
）
民
曇
判
例
研
究
會
『
朔
例
民

　
　
事
法
噺
昭
一
七
年
鹿
』
有
斐
閣
嶋
（
昌
）
東
大
鍔
例
研
究
會
『
判
例
研

　
　
究
・
昭
二
三
年
魔
一
號
』
有
斐
閣
（
ホ
）
宋
川
搏
「
改
正
艮
法
と
家

　
　
事
審
剣
法
」
私
法
輔
巻
（
酎
）
小
野
＊
常
咋
學
會
展
望
・
罠
事
訴
訟

　
　
法
」
私
法
同
前
（
F
）
中
村
宗
雄
「
民
事
訴
訟
に
胸
δ
る
一
元
灘
と

　
　
二
元
観
」
早
法
二
四
「
巻
三
・
四
瀞
（
チ
）
草
野
豹
一
郎
「
最
商
裁
列

　
　
嬬
響
饗
訴
馨
ご
議
整
蓉
堤
（
リ
）
憲
幾

　
　
「
縣
農
地
委
員
奮
あ
審
決
に
封
し
最
腐
裁
朔
所
へ
な
さ
れ
た
上
告
の

　
　
覚
置
げ
剣
娩
」
學
新
岡
前
「
（
ヌ
ゾ
小
田
久
“
臓
「
最
高
裁
鋼
班
k
封
ナ

　
　
る
撹
告
申
立
の
許
否
・
列
批
」
學
新
同
前
（
ル
）
中
田
淳
一
「
縣
農

　
　
地
委
員
會
め
訴
願
棄
却
裁
決
に
封
す
る
上
告
・
判
批
」
民
商
二
四
巷

　
　
一
號
，
（
ヲ
）
中
田
淳
一
「
最
高
裁
剣
断
に
轟
す
る
抗
告
申
立
の
許
否

　
　
瀞
批
」
蝿
商
岡
前
、
（
ワ
〉
岩
松
三
郎
「
民
事
裁
羽
に
お
け
る
合
議
」

　
　
法
薄
時
報
一
巻
二
貌
（
カ
》
東
京
地
裁
雷
該
係
「
商
事
非
訟
に
お
け

　
　
る
賞
際
の
取
扱
い
に
つ
い
て
」
法
曹
時
報
同
前
（
ヨ
）
田
中
和
夫
「
傳

　
　
聞
謹
操
」
法
曹
時
報
一
巻
四
號
（
タ
）
大
濱
英
子
地
「
家
事
審
鋼
と

　
　
新
民
法
－
座
談
倉
」
法
律
時
報
二
二
六
肇
．
（
レ
）
宮
澤
俊
義
「
議
院

　
　
の
園
致
調
査
擢
と
訂
法
擢
の
狽
立
」
法
律
時
報
同
前
（
ソ
）
妹
尾
晃

　
　
「
癖
護
士
法
改
疋
周
題
」
法
律
時
報
二
二
八
聾
（
ッ
）
薄
陳
峻
一
鄭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
二
　
　
　
　
　
Ω
二
一
八
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
艦

　
　
門
憲
法
七
七
條
と
裁
判
所
澗
有
の
穰
限
」
法
律
新
輪
モ
五
一
號
（
ネ
）

　
　
車
村
宗
堆
「
民
事
訴
訟
制
慶
灘
革
み
動
拘
と
そ
の
墓
本
問
溜
」
法
律

　
　
新
報
七
五
三
號
（
ナ
）
坂
野
英
雄
醸
飛
訴
及
び
民
訴
の
新
誕
操
法
則

　
　
に
っ
い
て
」
法
律
新
報
同
前
，
（
ラ
）
鞠
川
眞
佐
夫
「
勢
働
箏
議
假
鴬

　
　
分
の
執
行
に
つ
い
て
」
勢
働
と
勢
鋤
法
一
巷
二
號
（
ム
）
ヵ
ミ
ソ
ブ

　
　
ス
「
舞
暫
欝
鍵
楚
3
下
醤
製
鍵
認
嚢
料

　
　
二
巻
（
ウ
）
裁
判
の
蓮
瞥
κ
關
す
る
滲
議
院
法
務
委
員
禽
の
調
壷
κ

　
　
っ
い
て
・
崔
の
他
“
件
書
類
・
裁
到
所
時
報
五
月
二
〇
日
號
外
　
以

　
　
上
．
順
不
同
．
敬
鵜
略

（
峠
）
教
科
書
の
新
刊
　
　
兼
子
教
授
の
強
制
執
行
法
（
前
掲
イ
）
ほ
、

新
法
學
全
集
所
牧
の
奮
稿
を
補
訂
せ
ら
れ
た
も
の
o
奮
【
版
か
ら
の
潮
除
に

よ
り
競
費
法
と
の
闘
係
が
明
か
で
な
く
な
つ
た
の
億
邉
憾
で
あ
り
、
引
用

の
婆
嶺
霰
暑
ら
れ
る
（
識
鯉
）
の
義
A
警
塘
が
、
嘉

は
犀
利
明
快
、
頗
る
調
子
が
塙
い
。
河
本
氏
の
テ
キ
ス
ト
（
前
掲
耀
）
、
亦
、

奮
著
の
修
訂
で
あ
る
が
、
最
近
の
教
科
書
の
う
ち
で
は
最
ら
懇
切
で
群
細
、

穏
健
な
立
論
と
相
侯
つ
て
、
學
習
用
に
恰
適
で
あ
る
o

　
（
コ
）
訴
訟
の
齢
元
観
と
二
元
翻
　
　
中
村
憶
壬
の
論
文
ぼ
實
彊
…
塗
訴

訟
法
封
立
二
元
の
方
法
論
を
力
強
ぐ
要
約
せ
ら
れ
た
好
篇
で
あ
つ
て
、
博

士
の
立
場
を
理
解
す
る
た
め
の
最
適
の
手
引
夢
、
殊
に
前
稿
「
裁
鋼
の
敷

力
」
の
バ
ヅ
ク
グ
ラ
ウ
ソ
ド
を
説
朗
す
石
も
の
と
し
て
有
釜
で
あ
る
o
前

揚
ト
。
前
稿
の
誤
讃
を
今
隅
の
論
丈
か
ら
瓢
つ
た
の
で
、
拙
稿
「
民
訴
法

の
善
蕎
」
（
茎
、
》
、
謹
撃
毒
盆
こ
れ
を
肇
し

（
幽
暴
顯
霞
〉
、
濃
く
罪
を
謝
す
る
。



　
（
三
）
嚴
格
論
と
便
宜
論
　
　
桑
に
、
本
ノ
書
ト
（
醐
一
）
は
、
最
高
到

集
噌
巻
一
頁
の
剣
決
を
紹
介
ず
る
に
方
り
、
兼
子
教
授
の
評
縄
に
言
及
し

て
、
「
寝
案
を
必
寛
第
囲
審
裁
鍔
所
の
事
物
管
轄
を
誤
つ
た
こ
と
に
蹄
す

む
と
考
へ
ら
れ
る
の
砥
、
輩
純
化
が
過
ぎ
は
し
な
い
か
」
、
と
い
ひ
、
「
堂
事

渚
が
上
告
に
よ
る
べ
き
嚇
合
と
信
じ
た
所
に
一
の
問
題
が
あ
都
」
旨
、
指

摘
し
た
。
そ
の
後
公
表
笹
ら
れ
た
諸
家
の
到
例
批
詐
も
、
概
ね
象
子
教
授

の
そ
れ
と
論
理
セ
一
に
し
、
簡
軍
に
上
告
を
訴
に
縛
換
し
て
ゐ
る
。
最
近

現
れ
た
中
田
教
授
の
評
繰
（
前
掲
ル
）
を
、
こ
の
黙
、
尉
轍
を
踏
む
も
の

で
あ
る
。
然
る
慮
、
今
般
、
中
島
教
授
が
、
ま
さ
に
こ
の
上
告
人
の
意
思

に
蔚
目
し
て
、
異
色
あ
る
硯
究
を
示
さ
れ
た
の
は
、
洵
に
わ
が
意
を
鴛
た

も
の
と
醤
は
ね
ば
な
み
ぬ
（
蜥
禰
漉
鵠
緬
鋼
郁
徽
鱒
鰯
鰭
．
融
艦
鍼
謙
融
静
匪
が
擬
瀬
齢

馨
踊
隷
3
．
霞
鶉
憂
籍
；
こ
う
い
う
馨
、
藷
鮭

い
て
い
便
宜
論
に
賛
成
す
る
も
の
で
あ
る
。
」
博
士
の
苦
言
に
、
人
々
雀

み
る
所
あ
る
べ
き
で
あ
る
。
前
掲
リ
。

捧
四
）
舞
の
禽
、
最
嚢
岩
翁
棄
合
議
の
竸
題
を
論
じ

て
居
ら
れ
る
。
髄
験
か
ち
滲
み
出
た
香
り
た
か
い
文
字
で
あ
り
、
何
で
も

な
く
語
ら
れ
て
ゐ
る
こ
と
の
中
に
、
老
練
な
裁
鋼
官
の
却
慧
が
閃
い
て
ゐ

る6

前
掲
ワ
。

　
（
五
）
統
計
　
　
前
々
回
に
掲
げ
た
や
う
な
銃
計
の
詳
細
が
、
司
法
要

覧
（
蝋
繊
賊
3
・
裁
到
所
時
報
（
箭
講
）
等
に
牧
め
ら
れ
て
ゐ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
昭
二
四
・
六
・
一
九
）
　
　
僅
　
禦
　
　
乾

民
畜
法
ノ
聾
卜

六
三

（
＃
二
九
）


